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(57)【要約】
【課題】効率的に通信を行うことができる
【解決手段】端末装置は、ＤＣＣＨでトランスポートブ
ロックのための第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングす
るために用いられる下りリンク制御情報を受信し、設定
される上りリンクグラントに対応する第１のＰＵＳＣＨ
の期間が第２のＰＵＳＣＨの期間と重複し、且つ、第１
のＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルがシンボルＬ
ｘより早く開始されないことに基づいて、（ｉ）前記ト
ランスポートブロックを受信する、および／または、（
ｉｉ）前記下りリンク制御情報をＭＡＣ層に渡し、シン
ボルＬｘはＰＤＣＣＨの最後の下りリンクシンボルの終
わりの後の所定の期間後にＣＰが開始される最初の（次
の）上りリンクシンボルとして定義される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つのサービングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨで、トランスポ
ートブロックのための第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリ
ンク制御情報を受信し、
　前記１つのサービングセルの１つの上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンク
グラントに対応する第１のＰＵＳＣＨの期間が前記第２のＰＵＳＣＨの期間と重複し、且
つ、前記第１のＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルがシンボルＬｘより早く開始され
ないことに基づいて、（ｉ）前記トランスポートブロックを受信する、および／または、
（ｉｉ）前記下りリンク制御情報をＭＡＣ層に渡す受信部と、
　前記ＭＡＣ層の処理をするＭＡＣ層処理部と、を備え、
　前記シンボルＬｘは、前記ＰＤＣＣＨの最後の下りリンクシンボルの終わりの後の所定
の期間後にＣＰが開始される最初の（次の）上りリンクシンボルとして定義される
　端末装置。
【請求項２】
　１つのサービングセルの１つの上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンクグラ
ントに対応する第１のＰＵＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨに対応する第２のＰＵＳＣＨの期間
と重複しないと判定したことに少なくとも基づいて、前記設定される上りリンクグラント
をＨＡＲＱエンティティに渡すＭＡＣ層処理部と、
　前記１つのサービングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記ＰＤＣＣＨで、前
記第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御情報を受信
する受信部と、を備える
　端末装置。
【請求項３】
　前記判定において用いられる前記ＰＤＣＣＨは、所定の時間要求を満たすＰＤＣＣＨで
あり、
　前記所定の時間要求は、前記第１のＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルが、前記Ｐ
ＤＣＣＨの最後のシンボルの後の所定の期間の後にＣＰが開始される最初の（次の）上り
リンクシンボルの前ではないことである
　請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記１つの上りリンクＢＷＰにおいて、前記第１のＰＵＳＣＨの期間が前記第２のＰＵ
ＳＣＨの期間と重複する場合、端末装置１は前記第１のＰＵＳＣＨが所定の時間要求を満
たすことを期待し、
　前記所定の時間要求は、前記第１のＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルが、前記Ｐ
ＤＣＣＨの最後のシンボルの後の所定の期間の後にＣＰが開始される最初の（次の）上り
リンクシンボルの前ではないことである
　請求項２に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記所定の期間は、パラメータμ’’’に少なくとも基づいて与えられ、
　前記パラメータμ’’’は、μＤＬとμＰＵＳＣＨのうちの小さいほうに対応し、
　前記μＤＬは、前記ＰＤＣＣＨが送信される下りリンクの第１のサブキャリアスペース
設定に対応し、
　前記μＰＵＳＣＨは、前記第１のＰＵＳＣＨ、および、前記第２のＰＵＳＣＨが送信さ
れる上りリンクの第２のサブキャリアスペース設定に対応する
　請求項１、３、または、４に記載の端末装置。
【請求項６】
　端末装置に用いられる通信方法であって、
　１つのサービングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨで、トランスポ
ートブロックのための第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリ
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ンク制御情報を受信し、
　前記１つのサービングセルの１つの上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンク
グラントに対応する第１のＰＵＳＣＨの期間が前記第２のＰＵＳＣＨの期間と重複し、且
つ、前記第１のＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルがシンボルＬｘより早く開始され
ないことに基づいて、（ｉ）前記トランスポートブロックを受信する、および／または、
（ｉｉ）前記下りリンク制御情報をＭＡＣ層に渡し、
　前記シンボルＬｘは、前記ＰＤＣＣＨの最後の下りリンクシンボルの終わりの後の所定
の期間後にＣＰが開始される最初の（次の）上りリンクシンボルとして定義される
　通信方法。
【請求項７】
　端末装置に用いられる通信方法であって、
　１つのサービングセルの１つの上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンクグラ
ントに対応する第１のＰＵＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨに対応する第２のＰＵＳＣＨの期間
と重複しないと判定したことに少なくとも基づいて、前記設定される上りリンクグラント
をＨＡＲＱエンティティに渡し、
　前記１つのサービングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記ＰＤＣＣＨで、前
記第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御情報を受信
する
　通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク（以下、「Long Term Ev
olution （LTE：登録商標）」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Acces
s : EUTRA」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation 
Partnership Project: 3GPP）において検討されている（非特許文献１、２、３、４、５
）。また、３ＧＰＰにおいて、新たな無線アクセス方式（以下、「New Radio（NR）」と
称する。）が検討されている。ＬＴＥでは、基地局装置をｅＮｏｄｅＢ（evolved NodeB
）とも称する。ＮＲでは、基地局装置をｇＮｏｄｅＢとも称する。ＬＴＥ、および、ＮＲ
では、端末装置をＵＥ（User Equipment）とも称する。ＬＴＥ、および、ＮＲは、基地局
装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基
地局装置は複数のセルを管理してもよい。
【０００３】
　ＮＲの下りリンクにおいてＰＤＣＣＨ、ＰＵＳＣＨおよび、ＰＤＳＣＨが用いられる（
非特許文献１、２、３、４）。ＰＤＣＣＨはＤＣＩ（Downlink Control Information）を
伝送する。ＤＣＩフォーマット０＿０はＰＵＳＣＨのスケジューリングのために用いられ
、ＤＣＩフォーマット１＿０はＰＤＳＣＨのスケジューリングのために用いられる（非特
許文献２）。
【０００４】
　ＮＲの下りリンクにおいて、動的なスケジューリング（dynamic scheduling）とＳＰＳ
（Semi-Persistent Scheduling）がサポートされる。ＮＲの上りリンクにおいて、動的な
スケジューリング（dynamic scheduling）と設定されるグラント（configured grant）が
サポートされる（非特許文献６、７）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】"3GPP TS 38.211 V15.3.0 (2018-09), NR; Physical channels and mod
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ulation", 29th September, 2018.
【非特許文献２】"3GPP TS 38.212 V15.3.0 (2018-09), NR; Multiplexing and channel 
coding", 29th September, 2018.
【非特許文献３】"3GPP TS 38.213 V15.3.0 (2018-09), NR; Physical layer procedures
 for control", 1st October, 2018.
【非特許文献４】"3GPP TS 38.214 V15.3.0 (2018-09), NR; Physical layer procedures
 for data", 1st October, 2018.
【非特許文献５】"3GPP TS 38.214 V15.3.0 (2018-09), NR; Physical layer procedures
 for data", 1st October, 2018.
【非特許文献６】"3GPP TS 38.300 V15.3.1 (2018-09), NR; Overall description; Stag
e-2", 7th October, 2018.
【非特許文献７】"3GPP TS 38.321 V15.3.1 (2018-09), NR; Medium Access Control (MA
C) protocol specification", 25th September, 2018.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、基地局装置、および、該基地
局装置に用いられる通信方法を提供する。本発明の端末装置、該端末装置に用いられる通
信方法、基地局装置、および、該基地局装置に用いられる通信方法は、ＰＤＳＣＨの送信
／受信、および／または、ＰＵＳＣＨの送信／受信を行う方法を備える。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第１の態様は
、端末装置であって、１つのサービングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣ
ＣＨで、トランスポートブロックのための第２のＰＤＳＣＨをスケジューリングするため
に用いられる下りリンク制御情報を受信し、前記１つの下りリンクＢＷＰにおいて、設定
される下りリンクアサインメントに対応する第１のＰＤＳＣＨの期間が前記第２のＰＤＳ
ＣＨの期間と重複し、且つ、前記第１のＰＤＳＣＨの最初の下りリンクシンボルがシンボ
ルＬ１より早く開始されないことに基づいて、（ｉ）前記トランスポートブロックを受信
する、および／または、（ｉｉ）前記下りリンク制御情報をＭＡＣ層に渡す受信部と、前
記ＭＡＣ層の処理をするＭＡＣ層処理部と、を備え、前記シンボルＬ１は、前記ＰＤＣＣ
Ｈの最後の下りリンクシンボルの終わりの後の所定の期間後にＣＰが開始される最初の（
次の）下りリンクシンボルとして定義される。
【０００８】
　（２）本発明の第２の態様は、端末装置であって、１つのサービングセルの１つの下り
リンクＢＷＰにおいて、設定される下りリンクアサインメントに対応する第１のＰＤＳＣ
Ｈの期間がＰＤＣＣＨに対応する第２のＰＤＳＣＨの期間と重複しないと判定したことに
少なくとも基づいて、前記設定される下りリンクアサインメントの存在をＨＡＲＱエンテ
ィティに指示するＭＡＣ層処理部と、前記１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記ＰＤＣ
ＣＨで、前記第２のＰＤＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御
情報を受信する受信部と、を備える。
【０００９】
　（３）本発明の第３の態様は、端末装置の通信方法であって、１つのサービングセルの
１つの下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨで、トランスポートブロックのための第２
のＰＤＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御情報を受信し、前
記１つの下りリンクＢＷＰにおいて、設定される下りリンクアサインメントに対応する第
１のＰＤＳＣＨの期間が前記第２のＰＤＳＣＨの期間と重複し、且つ、前記第１のＰＤＳ
ＣＨの最初の下りリンクシンボルがシンボルＬ１より早く開始されないことに基づいて、
（ｉ）前記トランスポートブロックを受信する、および／または、（ｉｉ）前記下りリン
ク制御情報をＭＡＣ層に渡し、前記シンボルＬ１は、前記ＰＤＣＣＨの最後の下りリンク
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シンボルの終わりの後の所定の期間後にＣＰが開始される最初の（次の）下りリンクシン
ボルとして定義される。
【００１０】
　（４）本発明の第４の態様は、端末装置の通信方法であって、１つのサービングセルの
１つの下りリンクＢＷＰにおいて、設定される下りリンクアサインメントに対応する第１
のＰＤＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨに対応する第２のＰＤＳＣＨの期間と重複しないと判定
したことに少なくとも基づいて、前記設定される下りリンクアサインメントの存在をＨＡ
ＲＱエンティティに指示し、前記１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記ＰＤＣＣＨで、
前記第２のＰＤＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御情報を受
信する。
【００１１】
　（５）本発明の第５の態様は、端末装置であって、１つのサービングセルの１つの下り
リンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨで、トランスポートブロックのための第２のＰＵＳＣ
Ｈをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御情報を受信し、前記１つのサ
ービングセルの１つの上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンクグラントに対応
する第１のＰＵＳＣＨの期間が前記第２のＰＵＳＣＨの期間と重複し、且つ、前記第１の
ＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルがシンボルＬｘより早く開始されないことに基づ
いて、（ｉ）前記トランスポートブロックを受信する、および／または、（ｉｉ）前記下
りリンク制御情報をＭＡＣ層に渡す受信部と、
　前記ＭＡＣ層の処理をするＭＡＣ層処理部と、を備え、前記シンボルＬｘは、前記ＰＤ
ＣＣＨの最後の下りリンクシンボルの終わりの後の所定の期間後にＣＰが開始される最初
の（次の）上りリンクシンボルとして定義される。
【００１２】
　（６）本発明の第６の態様は、端末装置であって、１つのサービングセルの１つの上り
リンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンクグラントに対応する第１のＰＵＳＣＨの期
間がＰＤＣＣＨに対応する第２のＰＵＳＣＨの期間と重複しないと判定したことに少なく
とも基づいて、前記設定される上りリンクグラントをＨＡＲＱエンティティに渡すＭＡＣ
層処理部と、前記１つのサービングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記ＰＤＣ
ＣＨで、前記第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御
情報を受信する受信部と、を備える。
【００１３】
　（７）本発明の第７の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、１つのサービ
ングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨで、トランスポートブロックの
ための第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御情報を
受信し、前記１つのサービングセルの１つの上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上り
リンクグラントに対応する第１のＰＵＳＣＨの期間が前記第２のＰＵＳＣＨの期間と重複
し、且つ、前記第１のＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルがシンボルＬｘより早く開
始されないことに基づいて、（ｉ）前記トランスポートブロックを受信する、および／ま
たは、（ｉｉ）前記下りリンク制御情報をＭＡＣ層に渡し、前記シンボルＬｘは、前記Ｐ
ＤＣＣＨの最後の下りリンクシンボルの終わりの後の所定の期間後にＣＰが開始される最
初の（次の）上りリンクシンボルとして定義される。
【００１４】
　（８）本発明の第８の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、１つのサービ
ングセルの１つの上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンクグラントに対応する
第１のＰＵＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨに対応する第２のＰＵＳＣＨの期間と重複しないと
判定したことに少なくとも基づいて、前記設定される上りリンクグラントをＨＡＲＱエン
ティティに渡し、前記１つのサービングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記Ｐ
ＤＣＣＨで、前記第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク
制御情報を受信する。
【発明の効果】



(6) JP 2020-108013 A 2020.7.9

10

20

30

40

50

【００１５】
　この発明によれば、端末装置と基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態の無線通信システムの概念図である。
【図２】本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態の一態様に係るＮｓｌｏｔ

ｓｙｍｂ、サブキャリア間隔の設定μ、お
よび、ＣＰ設定の関係を示す一例である。
【図４】本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す
概略図である。
【図５】本実施形態の端末装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図６】本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【図７】本実施形態におけるＳＰＳの一例を説明するためのフローを示す図である。
【図８】本実施形態の７０６の詳細な例を示す図である。
【図９】本実施形態におけるＰＤＣＣＨに対する時間要求について説明をするための図で
ある。
【図１０】本実施形態における設定されるグラントの一例を説明するためのフローを示す
図である。
【図１１】本実施形態の１００６の詳細な例を示す図である。
【図１２】本実施形態におけるＰＤＣＣＨに対する時間要求について説明をするための図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１８】
　図１は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図１において、無線通信シス
テムは、端末装置１、および、基地局装置３を具備する。
【００１９】
　以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
【００２０】
　本実施形態では、端末装置１は、１つまたは複数のサービングセルが設定される。端末
装置１が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、キャリア
アグリゲーション、または、ＤＣ（Dual Connectivity）と称する。端末装置１に対して
設定される複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。また
、設定された複数のサービングセルの一部において、本発明が適用されてもよい。複数の
サービングセルは、少なくとも１つのプライマリセルを含む。複数のサービングセルは、
１つ、または、複数のセカンダリセルを含んでもよい。以下、特に記載がないかぎり、本
実施形態は１つのサービングセルに適用される。
【００２１】
　プライマリセルは、初期コネクション確立（initial connection establishment）手順
が行なわれたサービングセル、コネクション再確立（connection re-establishment）手
順を開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手順においてプライマリセルと指示
されたセルである。ＲＲＣ（Radio Resource Control）コネクションが確立された時点、
または、後に、セカンダリセルが設定されてもよい。
【００２２】
　下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネント
キャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリン
クコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上り
リンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
【００２３】
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　端末装置１は、複数のサービングセル（コンポーネントキャリア）において同時に複数
の物理チャネルでの送信、および／または受信を行うことができる。１つの物理チャネル
は、複数のサービングセル（コンポーネントキャリア）のうち１つのサービングセル（コ
ンポーネントキャリア）において送信される。
【００２４】
　本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
【００２５】
　端末装置１から基地局装置３への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チ
ャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信する
ために使用される。
・ＰＵＣＣＨ（Physical Uplink Control Channel）
・ＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）
・ＰＲＡＣＨ（Physical Random Access Channel）
【００２６】
　ＰＵＣＣＨは、下りリンクのＣＳＩ（Channel State Information）、および／または
、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）を送信するために用いられる
。ＣＳＩ、および、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、上りリンク制御情報（Uplink Control Informa
tion: UCI）である。ＨＡＲＱ－ＡＣＫを、ＡＣＫ（acknowledgement）、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋメッセージ、または、ＨＡＲＱ応答とも称する。
【００２７】
　ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータ（Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH
）、下りリンクのＣＳＩ、および／または、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信するために用いられ
る。ＣＳＩ、および、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、上りリンク制御情報（Uplink Control Infor
mation: UCI）である。
【００２８】
　ＰＲＡＣＨは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
【００２９】
　上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク
物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層に
よって使用される。
・ＤＭＲＳ（Demodulation Reference Signal）
【００３０】
　ＤＭＲＳは、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨの送信に関連する。ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨ
と時間多重されてもよい。基地局装置３は、ＰＵＳＣＨの伝搬路補正を行なうためにＤＭ
ＲＳを使用してもよい。
【００３１】
　基地局装置３から端末装置１への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チ
ャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信する
ために使用される。
・ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）
・ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Control Channel）
【００３２】
　ＰＤＣＣＨは、下りリンク制御情報（Downlink Control Information: DCI）を送信す
るために用いられる。下りリンク制御情報を、ＤＣＩフォーマットとも称する。下りリン
ク制御情報は、ＰＤＳＣＨをスケジューリングするために用いられてもよい。下りリンク
制御情報は、ＰＤＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンクアサインメ
ントを含んでもよい。下りリンク制御情報は、ＰＵＳＣＨをスケジューリングするために
用いられてもよい。下りリンク制御情報は、ＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用
いられる上りリンクグラントを含んでもよい。
【００３３】
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　下りリンク制御情報は、ＳＰＳ（Semi-Persisitent Scheduling）の活性化、または、
非活性化のために用いられてもよい。下りリンク制御情報は、設定されるグラント（conf
igured grant）タイプ２の活性化、または、非活性化のために用いられてもよい。
【００３４】
　ＰＤＳＣＨは、下りリンクデータ（Transport block, Downlink-Shared Channel: DL-S
CH）を送信するために用いられる。
【００３５】
　ＵＬ－ＳＣＨおよびＤＬ－ＳＣＨは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制
御（Medium Access Control: MAC）層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと
称する。ＭＡＣ層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロッ
ク（transport block: TB）またはＭＡＣ　ＰＤＵ（Protocol Data Unit）とも称する。
【００３６】
　以下、本実施形態の無線フレーム（radio frame）の構成について説明する。
【００３７】
　本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequen
cy Division Multiplex）が少なくとも用いられる。ＯＦＤＭシンボルは、ＯＦＤＭの時
間領域の単位である。ＯＦＤＭシンボルは、少なくとも１または複数のサブキャリア（su
bcarrier）を含む。ＯＦＤＭシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号（
time―continuous signal）に変換される。下りリンクにおいて、ＣＰ－ＯＦＤＭ（Cycli
c Prefix ― Orthogonal Frequency Division Multiplex）が少なくとも用いられる。上
りリンクにおいて、ＣＰ－ＯＦＤＭ、または、ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭ（Discrete Fourier
 Transform ― spread ― Orthogonal Frequency Division Multiplex）のいずれかが用
いられる。ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭは、ＣＰ－ＯＦＤＭに対して変形プレコーディング（Tr
ansform precoding）が適用されることで与えられてもよい。本実施形態において、ＯＦ
ＤＭシンボルを単にシンボルとも称する。
【００３８】
　ＯＦＤＭシンボルは、該ＯＦＤＭシンボルに付加されるＣＰ（Cyclic Prefix）を含ん
だ呼称であってもよい。つまり、あるＯＦＤＭシンボルは、該あるＯＦＤＭシンボルと、
該あるＯＦＤＭシンボルに付加されるＣＰを含んで構成されてもよい。
【００３９】
　サブキャリア間隔（SCS: SubCarrier Spacing）Δｆは、２μ・１５ｋＨｚであっても
よい。例えば、サブキャリア間隔の設定（subcarrier spacing configuration）μは０、
１、２、３、４、および／または、５のいずれかに設定されてもよい。サブキャリア間隔
の設定μは上位層のパラメータにより与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定は、上
りリンクと下りリンクで個別に設定されてもよい。サブキャリア間隔の設定μはＢＷＰご
とに個別に設定されてもよい。ＰＤＣＣＨが送信／受信されるＢＷＰは、該ＰＤＣＣＨに
対応するＰＤＳＣＨが送信／受信されるＢＷＰと同じでもよいし、異なってもよい。つま
り、ＰＤＣＣＨが対応するサブキャリア間隔の設定μとＰＤＳＣＨが対応するサブキャリ
ア間隔の設定μとＰＵＳＣＨが対応するサブキャリア間隔の設定μは個別に定義されても
よい。
【００４０】
　本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために
時間単位（タイムユニット）Ｔｃが用いられる。時間単位Ｔｃは、Ｔｃ＝１／（Δｆｍａ

ｘ・Ｎｆ）で与えられてもよい。Δｆｍａｘは、本実施形態の一態様に係る無線通信シス
テムにおいてサポートされるサブキャリア間隔の最大値であってもよい。Δｆｍａｘは、
Δｆｍａｘ＝４８０ｋＨｚであってもよい。Ｎｆは、Ｎｆ＝４０９６であってもよい。定
数κは、κ＝Δｆｍａｘ・Ｎｆ／（ΔｆｒｅｆＮｆ，ｒｅｆ）＝６４である。Δｆｒｅｆ

は、１５ｋＨｚであってもよい。Ｎｆ，ｒｅｆは、２０４８であってもよい。
【００４１】
　定数κは、参照サブキャリア間隔とＴｃの関係を示す値であってもよい。定数κはサブ
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フレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに
含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δｆｒｅｆは、参照サブキャリア間隔であり
、Ｎｆ，ｒｅｆは、参照サブキャリア間隔に対応する値である。
【００４２】
　図２は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図２において、横軸は
時間軸である。下りリンクにおける信号の送信、および／または、上りリンクにおける信
号の送信は、１０ｍｓの無線フレームにより構成される。無線フレームは、１０個のサブ
フレームを含んで構成される。サブフレームの長さは１ｍｓである。無線フレームの長さ
は、サブキャリア間隔Δｆに関わらず与えられてもよい。つまり、無線フレームの設定は
μに関わらず与えられてもよい。サブフレームの長さは、サブキャリア間隔Δｆに関わら
ず与えられてもよい。つまり、サブフレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。
【００４３】
　あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とイン
デックスが与えられてもよい。例えば、サブフレーム内のスロット番号ｎμ

ｓは、サブフ
レームにおいて０からＮｓｕｂｆｒａｍｅ，μ

ｓｌｏｔ－１の範囲で昇順に与えられても
よい。サブキャリア間隔の設定μのために、無線フレームに含まれるスロットの数とイン
デックスが与えられてもよい。また、スロット番号ｎμ

ｓ，ｆは、無線フレームにおいて
０からＮｆｒａｍｅ，μ

ｓｌｏｔ－１の範囲で昇順に与えられてもよい。Ｎｆｒａｍｅ，

μ
ｓｌｏｔは無線フレーム毎の連続するスロットの数である。すなわち、連続するＮｆｒ

ａｍｅ，μ
ｓｌｏｔ個のスロットが１つの無線フレームに含まれてもよい。Ｎｓｌｏｔ

ｓ

ｙｍｂはスロット毎の連続するＯＦＤＭシンボルの数である。すなわち、連続するＮｓｌ

ｏｔ
ｓｙｍｂ個のＯＦＤＭシンボルが１つのスロットに含まれてもよい。Ｎｓｌｏｔ

ｓｙ

ｍｂは、ＣＰ（Cyclic Prefix）設定に少なくとも基づき与えられてもよい。ＣＰ設定は
、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。ＣＰ設定は、専用ＲＲＣシ
グナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。スロット番号は、スロットインデック
スとも呼称される。
【００４４】
　図３は、本実施形態の一態様に係るＮｓｌｏｔ

ｓｙｍｂ、サブキャリア間隔の設定μ、
および、ＣＰ設定の関係を示す一例である。図３のＡにおいて、例えば、サブキャリア間
隔の設定μが２であり、ＣＰ設定がノーマルＣＰ（normal cyclic prefix）である場合、
Ｎｓｌｏｔ

ｓｙｍｂ＝１４、Ｎｆｒａｍｅ，μ
ｓｌｏｔ＝４０、Ｎｓｕｂｆｒａｍｅ，μ

ｓｌｏｔ＝４である。また、図３のＢにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが２
であり、ＣＰ設定が拡張ＣＰ（extended cyclic prefix）である場合、Ｎｓｌｏｔ

ｓｙｍ

ｂ＝１２、Ｎｆｒａｍｅ，μ
ｓｌｏｔ＝４０、Ｎｓｕｂｆｒａｍｅ，μ

ｓｌｏｔ＝４であ
る。
【００４５】
　図４は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示
す概略図である。図４のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスｌｓ

ｙｍであり、縦軸は周波数領域のインデックスｋｓｃである。１つのサブフレームにおい
て、リソースグリッドの周波数領域はＮμ

ＲＢＮＲＢ
ｓｃ個のサブキャリアを含む。１つ

のサブフレームにおいて、リソースグリッドを構成するＯＦＤＭシンボルの数Ｎｓｕｂｆ

ｒａｍｅ，μ
ｓｙｍｂは１４・２μであってもよい。１つのリソースブロックは、ＮＲＢ

ｓｃ個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、１ＯＦＤＭ
シンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、１４ＯＦＤＭシンボルに対
応してもよい。リソースブロックの時間領域は、１または複数のスロットに対応してもよ
い。リソースブロックの時間領域は、１つのサブフレームに対応してもよい。
【００４６】
　端末装置１は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示さ
れてもよい。リソースグリッドのサブセットは、ＢＷＰとも呼称され、ＢＷＰは上位層の
パラメータ、および／または、ＤＣＩの一部または全部に少なくとも基づき与えられても



(10) JP 2020-108013 A 2020.7.9

10

20

30

40

50

よい。ＢＷＰをキャリアバンドパート（Carrier Bandwidth Part）とも称する。端末装置
１は、リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくて
もよい。端末装置１は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行
なうことが指示されてもよい。１つのＢＷＰは、周波数領域における複数のリソースブロ
ックから構成されてもよい。１つのＢＷＰは、周波数領域において連続する複数のリソー
スブロックから構成されてもよい。下りリンクキャリアに対して設定されるＢＷＰは、下
りリンクＢＷＰとも呼称される。上りリンクキャリアに対して設定されるＢＷＰは、上り
リンクＢＷＰとも呼称される。ＢＷＰは、キャリアの帯域のサブセットであってもよい。
【００４７】
　サービングセルのそれぞれに対して１または複数の下りリンクＢＷＰが設定されてもよ
い。サービングセルのそれぞれに対して１または複数の上りリンクＢＷＰが設定されても
よい。
【００４８】
　サービングセルに対して設定される１または複数の下りリンクＢＷＰのうち、１つの下
りリンクＢＷＰがアクティブ下りリンクＢＷＰに設定されてもよい。下りリンクのＢＷＰ
スイッチは、１つのアクティブ下りリンクＢＷＰをディアクティベート（deactivate）し
、該１つのアクティブ下りリンクＢＷＰ以外のインアクティブ下りリンクＢＷＰをアクテ
ィベート（activate）するために用いられる。下りリンクのＢＷＰスイッチは、下りリン
ク制御情報に含まれるＢＷＰフィールドにより制御されてもよい。下りリンクのＢＷＰス
イッチは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
【００４９】
　アクティブ下りリンクＢＷＰにおいて、ＤＬ－ＳＣＨが受信されてもよい。アクティブ
下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨがモニタされてもよい。アクティブ下りリンクＢ
ＷＰにおいて、ＰＤＳＣＨが受信されてもよい。
【００５０】
　インアクティブ下りリンクＢＷＰにおいて、ＤＬ－ＳＣＨが受信されない。インアクテ
ィブ下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨがモニタされない。インアクティブ下りリン
クＢＷＰのためのＣＳＩは報告されない。
【００５１】
　サービングセルに対して設定される１または複数の下りリンクＢＷＰのうち、２つ以上
の下りリンクＢＷＰがアクティブ下りリンクＢＷＰに設定されなくてもよい。
【００５２】
　サービングセルに対して設定される１または複数の上りリンクＢＷＰのうち、１つの上
りリンクＢＷＰがアクティブ上りリンクＢＷＰに設定されてもよい。上りリンクのＢＷＰ
スイッチは、１つのアクティブ上りリンクＢＷＰをディアクティベート（deactivate）し
、該１つのアクティブ上りリンクＢＷＰ以外のインアクティブ上りリンクＢＷＰをアクテ
ィベート（activate）するために用いられる。上りリンクのＢＷＰスイッチは、下りリン
ク制御情報に含まれるＢＷＰフィールドにより制御されてもよい。上りリンクのＢＷＰス
イッチは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
【００５３】
　アクティブ上りリンクＢＷＰにおいて、ＵＬ－ＳＣＨが送信されてもよい。アクティブ
上りリンクＢＷＰにおいて、ＰＵＣＣＨが送信されてもよい。アクティブ上りリンクＢＷ
Ｐにおいて、ＰＲＡＣＨが送信されてもよい。アクティブ上りリンクＢＷＰにおいて、Ｓ
ＲＳが送信されてもよい。
【００５４】
　インアクティブ上りリンクＢＷＰにおいて、ＵＬ－ＳＣＨが送信されない。インアクテ
ィブ上りリンクＢＷＰにおいて、ＰＵＣＣＨが送信されない。インアクティブ上りリンク
ＢＷＰにおいて、ＰＲＡＣＨが送信されない。インアクティブ上りリンクＢＷＰにおいて
、ＳＲＳが送信されない。
【００５５】
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　サービングセルに対して設定される１または複数の上りリンクＢＷＰのうち、２つ以上
の上りリンクＢＷＰがアクティブ上りリンクＢＷＰに設定されなくてもよい。
【００５６】
　以下、本実施形態では、特に記載が無いかぎり、１つのアクティブ下りリンクＢＷＰと
１つのアクティブ上りリンクＢＷＰにおける態様を説明していく。以下、本実施形態では
、特に記載が無いかぎり、アクティブ下りリンクＢＷＰとアクティブ上りリンクＢＷＰが
スイッチされない場合を想定する。
【００５７】
　以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
【００５８】
　図５は、本実施形態の端末装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するように
、端末装置１は、無線送受信部１０、および、上位層処理部１４を含んで構成される。無
線送受信部１０は、アンテナ部１１、ＲＦ（Radio Frequency）部１２、および、ベース
バンド部１３を含んで構成される。上位層処理部１４は、媒体アクセス制御層処理部１５
、および、無線リソース制御層処理部１６を含んで構成される。無線送受信部１０を送信
部、受信部、符号化部、復号部、または、物理層処理部とも称する。
【００５９】
　上位層処理部１４は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ（トランスポ
ートブロック）を、無線送受信部１０に出力する。上位層処理部１４は、媒体アクセス制
御（MAC: Medium Access Control）層、パケットデータ統合プロトコル（Packet Data Co
nvergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層、無線
リソース制御（Radio Resource Control: RRC）層の処理を行なう。
【００６０】
　上位層処理部１４が備える媒体アクセス制御層処理部１５は、媒体アクセス制御層の処
理を行う。媒体アクセス制御層処理部１５は、無線リソース制御層処理部１６によって管
理されている各種設定情報／パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う
。
【００６１】
　上位層処理部１４が備える無線リソース制御層処理部１６は、無線リソース制御層の処
理を行う。無線リソース制御層処理部１６は、自装置の各種設定情報／パラメータの管理
をする。無線リソース制御層処理部１６は、基地局装置３から受信した上位層の信号に基
づいて各種設定情報／パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部１
６は、基地局装置３から受信した各種設定情報／パラメータを示す情報に基づいて各種設
定情報／パラメータをセットする。
【００６２】
　無線送受信部１０は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送
受信部１０は、基地局装置３から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部１４に出力する。無線送受信部１０は、データを変調、符号化することによ
って送信信号を生成し、基地局装置３に送信する。
【００６３】
　ＲＦ部１２は、アンテナ部１１を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド
信号に変換し（ダウンコンバート: down covert）、不要な周波数成分を除去する。ＲＦ
部１２は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
【００６４】
　ベースバンド部１３は、ＲＦ部１２から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をデ
ィジタル信号に変換する。ベースバンド部１３は、変換したディジタル信号からＣＰ（Cy
clic Prefix）に相当する部分を除去し、ＣＰを除去した信号に対して高速フーリエ変換
（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数領域の信号を抽出する。
【００６５】
　ベースバンド部１３は、データを逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier Transfo
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rm: IFFT）して、ＯＦＤＭシンボルを生成し、生成されたＯＦＤＭシンボルにＣＰを付加
し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ
信号に変換する。ベースバンド部１３は、変換したアナログ信号をＲＦ部１２に出力する
。
【００６６】
　ＲＦ部１２は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部１３から入力されたアナログ
信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート（
up convert）し、アンテナ部１１を介して送信する。また、ＲＦ部１２は、電力を増幅す
る。また、ＲＦ部１２は送信電力を制御する機能を備えてもよい。ＲＦ部１２を送信電力
制御部とも称する。
【００６７】
　図６は、本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。図示するよう
に、基地局装置３は、無線送受信部３０、および、上位層処理部３４を含んで構成される
。無線送受信部３０は、アンテナ部３１、ＲＦ部３２、および、ベースバンド部３３を含
んで構成される。上位層処理部３４は、媒体アクセス制御層処理部３５、および、無線リ
ソース制御層処理部３６を含んで構成される。無線送受信部３０を送信部、受信部、符号
化部、復号部、または、物理層処理部とも称する。
【００６８】
　上位層処理部３４は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケット
データ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制御
（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）層
の処理を行なう。
【００６９】
　上位層処理部３４が備える媒体アクセス制御層処理部３５は、媒体アクセス制御層の処
理を行う。媒体アクセス制御層処理部３５は、無線リソース制御層処理部３６によって管
理されている各種設定情報／パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う
。
【００７０】
　上位層処理部３４が備える無線リソース制御層処理部３６は、無線リソース制御層の処
理を行う。無線リソース制御層処理部３６は、物理下りリンク共用チャネルに配置される
下りリンクデータ（トランスポートブロック）、システムインフォメーション、ＲＲＣメ
ッセージ、ＭＡＣ　ＣＥ（Control Element）などを生成し、又は上位ノードから取得し
、無線送受信部３０に出力する。また、無線リソース制御層処理部３６は、端末装置１各
々の各種設定情報／パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部３６は、上位層
の信号を介して端末装置１各々に対して各種設定情報／パラメータをセットしてもよい。
すなわち、無線リソース制御層処理部３６は、各種設定情報／パラメータを示す情報を送
信／報知する。
【００７１】
　無線送受信部３０の機能は、無線送受信部１０と同様であるため説明を省略する。
【００７２】
　端末装置１が備える符号１０から符号１６が付された部のそれぞれは、回路として構成
されてもよい。基地局装置３が備える符号３０から符号３６が付された部のそれぞれは、
回路として構成されてもよい。端末装置１が備える符号１０から符号１６が付された部の
それぞれは、少なくとも１つのプロセッサと前記少なくとも１つのプロセッサと連結され
るメモリとして構成されてもよい。基地局装置３が備える符号３０から符号３６が付され
た部のそれぞれは、少なくとも１つのプロセッサと前記少なくとも１つのプロセッサと連
結されるメモリとして構成されてもよい。
【００７３】
　ＤＣＩフォーマットには、ＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identifier）によって
スクランブルされたＣＲＣが付加されてもよい。ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣ
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ＲＣが付加されたＤＣＩフォーマットを、ＲＮＴＩをともなうＤＣＩフォーマットとも称
する。
【００７４】
　ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣが付加されたＤＣＩフォーマットを含むＰ
ＤＣＣＨを、ＲＮＴＩをともなうＰＤＣＣＨ（PDCCH with RNTI）、ＲＮＴＩに対するＰ
ＤＣＣＨ（PDCCH for RNTI）、または、ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨ（PDCCH addressed to
 RNTI）とも称する。
【００７５】
　Ｃ－ＲＮＴＩ（Cell Radio Network Temporary Identifier）は、動的にスケジュール
されるユニキャスト送信（dynamically scheduled unicast transmission）のために用い
られてもよい。動的にスケジュールされるユニキャスト送信は、ＤＬ－ＳＣＨ、および、
ＵＬ－ＳＣＨに対応してもよい。すなわち、動的にスケジュールされるユニキャスト送信
は、ＰＤＳＣＨ送信、または、ＰＵＳＣＨ送信の何れかである。端末装置１は、下りリン
クアサインメントを含むＣ－ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨの検出に基づいてＰＤＳＣＨを受
信（復号）してもよい。端末装置１は、上りリンクグラントを含むＣ－ＲＮＴＩ宛てのＰ
ＤＣＣＨの検出に基づいてＰＵＳＣＨを送信してもよい。
【００７６】
　ＣＳ－ＲＮＴＩ（Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier）は、
設定されスケジュールされるユニキャスト送信（configured scheduled unicast transmi
ssion）のために用いられてもよい。ＣＳ－ＲＮＴＩは、設定されスケジュールされるユ
ニキャスト送信の活性化および非活性化のために用いられてもよい。設定されスケジュー
ルされるユニキャスト送信は、ＤＬ－ＳＣＨ、および、ＵＬ－ＳＣＨに対応してもよい。
すなわち、設定されスケジュールされるユニキャスト送信は、ＰＤＳＣＨ送信、または、
ＰＵＳＣＨ送信の何れかである。
【００７７】
　設定されスケジュールされるユニキャスト送信は、下りリンクのＳＰＳ（Semi-Persisi
tent Scheduling）と上りリンクの設定されるグラント（configured grant）を含んでも
よい。
【００７８】
　以下、本実施形態のＳＰＳについて説明をする。図７は、本実施形態におけるＳＰＳの
一例を説明するためのフローを示す図である。図７の処理は、無線リソース制御層処理部
１６または端末装置１のＭＡＣエンティティ（ＭＡＣ層）によって実行されてもよい。
【００７９】
　７００において、端末装置１は、ＳＰＳのための下りリンクアサインメントを受信し、
ＳＰＳのための下りリンクアサインメントを設定またはストアし、７０２に進む。設定ま
たはストアされる下りリンクアサインメントを、設定される下りリンクアサインメントと
も称する。端末装置１は、ＣＳ－ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨを用いてＳＰＳのために下り
リンクアサインメントを受信してもよい。
【００８０】
　ＳＰＳのために下りリンクアサインメントが設定された後に、７０２において、端末装
置１は、以下の数式（１）を満たす下りリンクのスロットにおいてＮ番目の下りリンクア
サインメントが発生すると順次みなし、７０４に進む。
【００８１】
【数１】

【００８２】
　ＮＳＦＮは、無線フレームの番号であるＳＦＮ（System Frame Number）である。Ｎｓ

ｌｏｔは、無線フレーム内のスロットの番号である。ＮＳＦＮ＿ｓｔａｒｔ＿ＳＰＳとＮ
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ｓｌｏｔ＿ｓｔａｒｔ＿ＳＰＳは、設定される下りリンクアサインメントが開始されたＰ
ＤＳＣＨの最初の送信のＳＦＮとスロットである。Ｎｐｅｒｉｏｄｉｃｉｔｙ＿ＳＰＳは
、ＲＲＣによって設定されるパラメータであり、ＳＰＳのための設定される下りリンクア
サインメントの周期である。設定される下りリンクアサインメントは、ＲＲＣによって定
義される周期に従って暗黙的に再利用されてもよい。
【００８３】
　７０４において、端末装置１は、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの
期間がＰＤＣＣＨで受信した下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間と重複するか
どうかを判定する。７０４において、端末装置１が、設定される下りリンクアサインメン
トのＰＤＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨで受信した下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの
期間と重複しないと判定した場合、端末装置１は７０６に進む。７０４において、端末装
置１が、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨで受信し
た下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間と重複すると判定した場合、端末装置１
は７０８に進む。
【００８４】
　７０６において、端末装置１は設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期
間において受信したトランスポートブロックのデコードを試みる。つまり、７０４におい
て、端末装置１が、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間がＰＤＣＣ
Ｈで受信した下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間と重複すると判定した場合、
端末装置１は設定される下りリンクアサインメントに対応するＰＤＳＣＨにおけるトラン
スポートブロックのデコードを試みなくてもよい。すなわち、端末装置１がＣ－ＲＮＴＩ
宛てのＰＤＣＣＨを見つけられなかった場合、設定される下りリンクアサインメントに従
う下りリンク送信が想定される。また、端末装置１がＣ－ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨ（下
りリンクアサインメント）を見つけた場合、Ｃ－ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨ（下りリンク
アサインメント）の割り当てが設定される下りリンクアサインメントを上書き（override
）する。
【００８５】
　図８は、本実施形態の７０６の詳細な例を示す図である。７０６は、７０６ａから７０
６ｇを含んでもよい。端末装置１は７０６ａの処理から順次実行してもよい。７０６ａに
おいて、端末装置１は、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間におい
て、設定される下りリンクアサインメントに従ってＤＬ－ＳＣＨでトランスポートブロッ
クを受信するよう物理層に指示し、トランスポートブロックをＨＡＲＱエンティティに渡
してもよい。７０６ｂにおいて、端末装置１は、ＨＡＲＱプロセスＩＤをＰＤＳＣＨの期
間に関連するＨＡＲＱプロセスＩＤにセットしてもよい。ＰＤＳＣＨの期間に関連するＨ
ＡＲＱプロセスＩＤは、ＰＤＳＣＨの期間を含むスロットの番号に少なくとも基づいて与
えらえてもよい。７０６ｃにおいて、端末装置１は、ＮＤＩビットがトグルされていると
みなす。７０６ｄにおいて、端末装置１は、設定される下りリンクアサインメントの存在
をＨＡＲＱエンティティに指示し、ＨＡＲＱ情報をＨＡＲＱエンティティに渡す。
【００８６】
　７０６ｅは、端末装置１のＭＡＣエンティティが備えるＨＡＲＱエンティティによって
処理されてもよい。ＨＡＲＱエンティティはＨＡＲＱプロセスを管理する。７０６ｅにお
いて、端末装置１は、物理層から受信したトランスポートブロックとＨＡＲＱ情報を、Ｈ
ＡＲＱ情報によって指示されるＨＡＲＱプロセスに割り当ててもよい。
【００８７】
　７０６ｆと７０６ｇは、端末装置１のＨＡＲＱプロセスによって処理されてもよい。７
０６ｆにおいて、端末装置１は、受信したトランスポートブロックのデコードを試みる。
７０６ｇにおいて、端末装置１は、トランスポートブロックにおけるデータのＨＡＲＱ－
ＡＣＫを生成するよう物理層に指示する。
【００８８】
　７０８において、端末装置１は、ＳＰＳの非活性化（リリース）が指示されているかど
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うかを判定する。７０８において、端末装置１がＳＰＳの非活性化（リリース）が指示さ
れていると判定した場合、端末装置１は７１０に進み、そして、設定される下りリンクア
サインメントをクリアする。７０８において、端末装置１がＳＰＳの非活性化（リリース
）が指示されていないと判定した場合、端末装置１は７０２に進む。
【００８９】
　７０４において、端末装置１が設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期
間がＰＤＣＣＨで受信した下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間と重複するかど
うかを判定するためには、該ＰＤＣＣＨを検出する必要がある。しかし、該ＰＤＣＣＨを
検出してから該判定を行うための時間が十分にない場合がある。つまり、７０４における
ＰＤＣＣＨは所定の時間要求を満たしている必要がある。
【００９０】
　本実施形態におけるタイミング、時間の一部、または全部は、タイミングアドバンスの
影響を含んでいてもよい。
【００９１】
　以下、７０４におけるＰＤＣＣＨに対する時間要求について説明をする。図９は、本実
施形態におけるＰＤＣＣＨに対する時間要求について説明をするための図である。
【００９２】
　ＰＤＣＣＨ９０１は、ＰＤＳＣＨ９０４をスケジューリングするための下りリンク制御
情報を含む。ＰＤＳＣＨ９０４は、ＰＤＣＣＨ９０１で受信される下りリンク制御情報に
含まれる下りリンクアサインメントに対応するＰＤＳＣＨである。ＰＤＳＣＨ９０５は、
設定される下りリンクアサインメントに対応するＰＤＳＣＨである。
【００９３】
　Ｔ９０１は、ＰＤＣＣＨ９０１の最後のＯＦＤＭシンボルが終了する時間である。Ｔ９
０２は、Ｔ９０１からＴｐｒｏｃ，３後の時間である。シンボル９０２は、Ｔ９０２の後
にＣＰが開始される最初の（次の）下りリンクＯＦＤＭシンボルである。
【００９４】
　Ｔ９０４は、ＰＤＳＣＨ９０４の最初のＯＦＤＭシンボルが始まる時間である。Ｔ９０
５は、ＰＤＳＣＨ９０５の最初のＯＦＤＭシンボルが始まる時間である。チャネルの最後
のＯＦＤＭシンボルが終了する時間を、チャネルの最後のＯＦＤＭシンボルの終わり、チ
ャネルが終了する時間、または、チャネルの最後とも称する。チャネルの最初のＯＦＤＭ
シンボルが始まる時間を、チャネルの最初のＯＦＤＭシンボルの始まり、チャネルが始ま
る時間、チャネルの先頭とも称する。ＯＦＤＭシンボルが始まることは、ＯＦＤＭシンボ
ルのＣＰが始まることであってもよい。
【００９５】
　シンボル９０２をシンボルＬ３とも称する。シンボル９０６をシンボルＬ１とも称する
。
【００９６】
　Ｔ９１４は、ＰＤＳＣＨ９０４の最後のＯＦＤＭシンボルが終了する時間である。Ｔ９
０６は、Ｔ９１４からＴｐｒｏｃ，１後の時間である。シンボル９０６は、Ｔ９０６の後
にＣＰが開始される最初の（次の）上りリンクＯＦＤＭシンボルである。
【００９７】
　ＰＵＣＣＨ９０７は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信するために用いられる。ここで、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫは、ＰＤＳＣＨ９０４のトランスポートブロックのためのＨＡＲＱ－ＡＣＫで
ある。ＰＵＣＣＨ９０７は、ＰＤＣＣＨ９０１に含まれる下りリンク制御情報のフィール
ドによって特定される。
【００９８】
　Ｔｐｒｏｃ，１は、パラメータμ’に少なくとも基づいて与えられてもよい。ここで、
パラメータμ’は、μＰＤＣＣＨとμＰＤＳＣＨとμＵＬのうちの最も小さいものに対応
してもよい。Ｔｐｒｏｃ，３は、パラメータμ’’に少なくとも基づいて与えられてもよ
い。ここで、パラメータμ’’は、μＰＤＣＣＨとμＰＤＳＣＨのうちの小さいほうに対
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応してもよい。μＰＤＣＣＨは、ＰＤＣＣＨ９０１の下りリンクのサブキャリアスペース
設定に対応する。μＰＤＳＣＨは、ＰＤＳＣＨ９０４、および、ＰＤＳＣＨ９０５の下り
リンクのサブキャリアスペース設定に対応する。μＵＬは、ＰＵＣＣＨ９０７のサブキャ
リアスペースに対応する。ＰＤＣＣＨ９０１とＰＤＳＣＨ９０４とＰＤＳＣＨ９０５が同
じ下りリンクＢＷＰで送信される場合、μＰＤＣＣＨとμＰＤＳＣＨは同じ値である。
【００９９】
　Ｔｐｒｏｃ，１は、以下の数式（２）によって与えられてもよい。Ｔｐｒｏｃ，３は、
以下の数式（３）または数式（４）によって与えられてもよい。
【０１００】
【数２】

【数３】

【数４】

【０１０１】
　Ｎ１は、端末装置１の能力とパラメータμ’に少なくとも基づいて与えられてもよい。
Ｎ３は、端末装置１の能力パラメータμ’’に少なくとも基づいて与えられてもよい。第
１の値のパラメータμ’に対応するＮ１の値は、該第１の値のパラメータにμ’’に対応
するＮ３の値と、異なってもよいし、または、個別に定義されてもよい。第１の値のパラ
メータμ’に対応するＮ１の値は、該第１の値のパラメータにμ’’に対応するＮ３の値
と、同じでもよい。端末装置１は、端末装置１の能力を示す情報を、基地局装置３に送信
してもよい。端末装置１の能力を示す情報は、ＲＲＣメッセージに含まれてもよい。
【０１０２】
　ｄ１，１の値は、ＰＤＳＣＨのマッピング、ＰＤＳＣＨの最後のＯＦＤＭシンボルの位
置（インデックス）、および、ＰＤＳＣＨのために割り当てられたＯＦＤＭシンボルの数
の一部、または、全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。Ｔｐｒｏｃ，３を計算す
る場合は、ＰＤＳＣＨのマッピング、ＰＤＳＣＨの最後のＯＦＤＭシンボルの位置（イン
デックス）、および、ＰＤＳＣＨのために割り当てられたＯＦＤＭシンボルの数にかかわ
らず、ｄ１，１を０にセットしてもよい。
【０１０３】
　ＰＵＣＣＨ９０７の最初の上りリンクＯＦＤＭシンボルが、シンボル９０６よりも早く
始まらない場合（in a case that the first uplink OFDM symbol of the PUCCH 907 sta
rts no earlier than at the symbol 906）、端末装置１はＰＤＳＣＨ９０４に対応する
有効なＨＡＲＱ－ＡＣＫを提供する。ＰＵＣＣＨ９０７の最初の上りリンクＯＦＤＭシン
ボルが、シンボル９０６よりも早く始まる場合（in a case that the first uplink OFDM
 symbol of the PUCCH 907 starts earlier than at the symbol 906）、端末装置１はＰ
ＤＳＣＨ９０４に対応する有効なＨＡＲＱ－ＡＣＫを提供しなくてもよい（提供しないこ
とが許可される）。
【０１０４】
　ＰＤＳＣＨ９０４の期間がＰＤＳＣＨ９０５の期間と重複しており、且つ、ＰＤＳＣＨ
９０５の最初の下りリンクＯＦＤＭシンボルが、シンボル９０２よりも早く始まらない場
合、端末装置１は、以下の処理Ａ１、処理Ａ２、処理Ａ３の一部、または、全部を実行し
てもよい。
（処理Ａ１）ＰＤＳＣＨ９０４のトランスポートブロックを受信する。
（処理Ａ２）ＰＤＣＣＨ９０１の下りリンク制御情報を端末装置１のＭＡＣ層に渡す。
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（処理Ａ３）ＰＤＣＣＨ９０１が７０４のための所定の時間要求を満たしているとみなす
。
【０１０５】
　ＰＤＳＣＨ９０４の期間がＰＤＳＣＨ９０５の期間と重複しており、且つ、ＰＤＳＣＨ
９０５の最初の下りリンクＯＦＤＭシンボルが、シンボル９０２よりも早く始まる場合、
端末装置１は、以下の処理Ｂ１から処理Ｂ５の一部、または、全部を実行してもよい（す
ることが許可される）。
（処理Ｂ１）ＰＤＳＣＨ９０４のトランスポートブロックを受信しない。
（処理Ｂ２）ＰＤＣＣＨ９０１の下りリンク制御情報を端末装置１のＭＡＣ層に渡さない
。
（処理Ｂ３）ＰＤＣＣＨ９０１が７０４のための所定の時間要求を満たしていないとみな
す。
（処理Ｂ４）ＰＤＣＣＨ９０１の下りリンク制御情報を無視または破棄する。
（処理Ｂ５）ＰＤＣＣＨ９０１を無視または破棄する。
【０１０６】
　すなわち、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨが、ＰＤＣＣＨの最後の
シンボルから特定される所定のシンボル（シンボル９０２）よりも早く始まらない場合、
該ＰＤＣＣＨは所定の時間要求を満たすとみなされる。設定される下りリンクアサインメ
ントのＰＤＳＣＨが、ＰＤＣＣＨの最後のシンボルから特定される所定のシンボル（シン
ボル９０２）よりも早く始まらない場合、該ＰＤＣＣＨは図７の７０４において考慮され
る。
【０１０７】
　すなわち、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨが、ＰＤＣＣＨの最後の
シンボルから特定される所定のシンボル（シンボル９０２）よりも早く始まる場合、該Ｐ
ＤＣＣＨは所定の時間要求を満たさないとみなされる。設定される下りリンクアサインメ
ントのＰＤＳＣＨが、ＰＤＣＣＨの最後のシンボルから特定される所定のシンボル（シン
ボル９０２）よりも早く始まる場合、該ＰＤＣＣＨは図７の７０４において考慮されなく
てもよい。
【０１０８】
　基地局装置３は、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間と重複する
期間のＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨを、所定の時間要求が満たされるタイミングで送
信してもよい。すなわち、基地局装置３は、設定される下りリンクアサインメントのＰＤ
ＳＣＨの期間と重複する期間のＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨを、設定される下りリン
クアサインメントのＰＤＳＣＨが該ＰＤＣＣＨの最後のシンボルから特定される所定のシ
ンボル（シンボル９０２）よりも早く始まらないようなタイミングで送信してもよい。基
地局装置３は、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣＨの期間と重複する期間
のＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨを、設定される下りリンクアサインメントのＰＤＳＣ
Ｈが該ＰＤＣＣＨの最後のシンボルから特定される所定のシンボル（シンボル９０２）よ
りも早く始まらるようなタイミングでは送信しなくてもよい。
【０１０９】
　以下、本実施形態の設定されるグラントについて説明をする。図１０は、本実施形態に
おける設定されるグラントの一例を説明するためのフローを示す図である。図１０の処理
は、無線リソース制御層処理部１６または端末装置１のＭＡＣエンティティ（ＭＡＣ層）
によって実行されてもよい。
【０１１０】
　１０００において、端末装置１は、設定されるグラントのための上りリンクグラントを
受信し、設定されるグラントのための上りリンクグラントを設定またはストアし、１００
２に進む。設定またはストアされる上りリンクグラントを、設定される上りリンクグラン
トとも称する。端末装置１は、ＣＳ－ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨを用いて設定されるグラ
ントのために上りリンクグラントを受信してもよい。端末装置１は、設定される上りリン
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クグラントを含むＲＲＣメッセ―ジを受信してもよい。設定される上りリンクグラントは
ＲＲＣによって設定されてもよい。
【０１１１】
　設定されるグラントのために上りリンクグラントが設定された後に、１００２において
、端末装置１は、以下の数式（５）を満たす上りリンクのスロットにおいてＮ番目の上り
リンクグラントが発生すると順次みなし、１００４に進む。１００２において、数式（５
）とは異なる式が用いられてもよい。
【０１１２】
【数５】

【０１１３】
　ＮＳＦＮは、無線フレームの番号であるＳＦＮ（System Frame Number）である。Ｎｓ

ｌｏｔは、無線フレーム内のスロットの番号である。ＮＳＦＮ＿ｓｔａｒｔ＿ＣＧとＮｓ

ｌｏｔ＿ｓｔａｒｔ＿ＣＧとＮｓｙｍｂ＿ｓｔａｒｔ＿ＣＧは、設定される下りリンクア
サインメントが開始されたＰＵＳＣＨの最初の送信のＳＦＮとスロットとＯＦＤＭシンボ
ルである。Ｎｐｅｒｉｏｄｉｃｉｔｙ＿ＣＧは、ＲＲＣによって設定されるパラメータで
あり、設定されるグラントのための設定される上りリンクグラントの周期である。設定さ
れる上りリンクグラントは、ＲＲＣによって定義される周期に従って暗黙的に再利用され
てもよい。
【０１１４】
　１００４において、端末装置１は、設定される上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間
がＰＤＣＣＨで受信した上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間と重複するかどうかを判
定する。１００４において、端末装置１が、設定される上りリンクグラントのＰＵＳＣＨ
の期間がＰＤＣＣＨで受信した上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間と重複しないと判
定した場合、端末装置１は１００６に進む。１００４において、端末装置１が、設定され
る上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨで受信した上りリンクグラントの
ＰＵＳＣＨの期間と重複すると判定した場合、端末装置１は１００８に進む。
【０１１５】
　１００６において、端末装置１は設定される上りリンクグラントのＰＵＳＣＨを用いて
トランスポートブロックを送信する。つまり、１００４において、端末装置１が、設定さ
れる上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨで受信した上りリンクグラント
のＰＵＳＣＨの期間と重複すると判定した場合、端末装置１は設定される上りリンクグラ
ントに対応するＰＵＳＣＨを用いてトランスポートブロックを送信しなくてもよい。すな
わち、端末装置１がＣ－ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨ（上りリンクグラント）を見つけられ
なかった場合、設定される上りリンクグラントに従う上りリンク送信が想定される。また
、端末装置１がＣ－ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨ（上りリンクグラント）を見つけた場合、
Ｃ－ＲＮＴＩ宛てのＰＤＣＣＨ（上りリンクグラント）の割り当てが設定される上りリン
クグラントを上書き（override）する。
【０１１６】
　図１１は、本実施形態の１００６の詳細な例を示す図である。１００６は、１００６ａ
から７０６ｉを含んでもよい。端末装置１は１００６ａの処理から順次実行してもよい。
１００６ａにおいて、端末装置１は、ＨＡＲＱプロセスＩＤをＰＵＳＣＨの期間に関連す
るＨＡＲＱプロセスＩＤにセットしてもよい。ＰＵＳＣＨの期間に関連するＨＡＲＱプロ
セスＩＤは、ＰＵＳＣＨの期間を含むスロットの番号に少なくとも基づいて与えらえても
よい。１００６ｂにおいて、端末装置１は、ＮＤＩビットがトグルされているとみなす。
１００６ｃにおいて、端末装置１は、関連するＨＡＲＱ情報と設定される上りリンクグラ
ントとをＨＡＲＱエンティティに渡す。
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【０１１７】
　１００６ｄから１００６ｆは、端末装置１のＭＡＣエンティティが備えるＨＡＲＱエン
ティティによって処理されてもよい。ＨＡＲＱエンティティはＨＡＲＱプロセスを管理す
る。１００６ｄにおいて、端末装置１は、‘Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　ａｓｓ
ｅｍｂｌｙ’エンティティから送信するＭＡＣ　ＰＤＵを取得する。１００６ｅにおいて
、端末装置１は、ＭＡＣ　ＰＤＵと設定される上りリンクグラントとトランスポートブロ
ック（ＭＡＣ　ＰＤＵ）のＨＡＲＱ情報とをＨＡＲＱプロセスに渡す。１００６ｆにおい
て、端末装置１は、ＨＡＲＱプロセスに初期送信をトリガーすることを指示する。
【０１１８】
　１００６ｇから１００６ｉは、端末装置１のＨＡＲＱプロセスによって処理されてもよ
い。１００６ｇにおいて、ＨＡＲＱバッファにＭＡＣ　ＰＤＵをストアする。１００６ｈ
において、端末装置１は、ＨＡＲＱエンティティから受信した設定される上りリンクグラ
ントをストアする。１００６ｉにおいて、端末装置１は、１００６ｈにおいてストアされ
た上りリンクグラントに従って送信を生成することを物理層に指示する。
【０１１９】
　１００８において、端末装置１は、設定されるグラントの非活性化（リリース）が指示
されているかどうかを判定する。１００８において、端末装置１が設定されるグラントの
非活性化（リリース）が指示されていると判定した場合、端末装置１は１０１０に進み、
そして、設定される上りリンクグラントをクリアする。１００８において、端末装置１が
設定されるグラントの非活性化（リリース）が指示されていないと判定した場合、端末装
置１は１００２に進む。
【０１２０】
　１００４において、端末装置１が設定される上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間が
ＰＤＣＣＨで受信した上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間と重複するかどうかを判定
するためには、該ＰＤＣＣＨを検出する必要がある。しかし、該ＰＤＣＣＨを検出してか
ら該判定を行うための時間が十分にない場合がある。つまり、１００４におけるＰＤＣＣ
Ｈは所定の時間要求を満たしている必要がある。
【０１２１】
　以下、１００４におけるＰＤＣＣＨに対する時間要求について説明をする。図１２は、
本実施形態におけるＰＤＣＣＨに対する時間要求について説明をするための図である。
【０１２２】
　ＰＤＣＣＨ１２０１は、ＰＵＳＣＨ１２０４をスケジューリングするための下りリンク
制御情報を含む。ＰＵＳＣＨ１２０４は、ＰＤＣＣＨ１２０１で受信される下りリンク制
御情報に含まれる上りリンクグラントに対応するＰＵＳＣＨである。ＰＵＳＣＨ９０５は
、設定される上りリンクグラントに対応するＰＵＳＣＨである。
【０１２３】
　Ｔ１２０１は、ＰＤＣＣＨ１２０１の最後のＯＦＤＭシンボルが終了する時間である。
Ｔ１２０２は、Ｔ１２０１からＴｐｒｏｃ，２後の時間である。シンボル１２０２は、Ｔ
１２０２の後にＣＰが開始される最初の（次の）上りリンクＯＦＤＭシンボルである。Ｔ
１２０３は、Ｔ１２０１からＴｐｒｏｃ，４後の時間である。シンボル１２０４は、Ｔ１
２０４の後にＣＰが開始される最初の（次の）上りリンクＯＦＤＭシンボルである。
【０１２４】
　シンボル１２０２をシンボルＬ２とも称する。シンボル１２０３をシンボルＬ４とも称
する。
【０１２５】
　Ｔ１２０４は、ＰＵＳＣＨ１２０４の最初のＯＦＤＭシンボルが始まる時間である。Ｔ
１２０５は、ＰＵＳＣＨ１２０５の最初のＯＦＤＭシンボルが始まる時間である。
【０１２６】
　Ｔｐｒｏｃ，２とＴｐｒｏｃ，４は、パラメータμ’’’に少なくとも基づいて与えら
れてもよい。ここで、パラメータμ’’’は、μＤＬとμＰＵＳＣＨのうちの小さいほう
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に対応してもよい。μＤＬは、ＰＤＣＣＨ１２０１が送信された下りリンクのサブキャリ
アスペース設定に対応する。μＰＵＳＣＨは、ＰＵＳＣＨ１２０４および／またはＰＵＳ
ＣＨ１２０５が送信される上りリンクのサブキャリアスペースに対応する。
【０１２７】
　Ｔｐｒｏｃ，２は、以下の数式（６）によって与えられてもよい。Ｔｐｒｏｃ，４は、
以下の数式（７）から数式（１０）の何れかによって与えられてもよい。
【０１２８】
【数６】

【数７】

【数８】

【数９】

【数１０】

【０１２９】
　Ｎ２とＮ４は、端末装置１の能力とパラメータμ’’’に少なくとも基づいて与えられ
てもよい。第１の値のパラメータμ’’’に対応するＮ２の値は、該第１の値のパラメー
タにμ’’’に対応するＮ４の値と、異なってもよいし、または、個別に定義されてもよ
い。第１の値のパラメータμ’’’に対応するＮ２の値は、該第１の値のパラメータにμ
’’’に対応するＮ４の値と、同じでもよい。
【０１３０】
　ＰＵＳＣＨ１２０４の割り当ての最初のシンボルがＤＭＲＳのみから構成される場合、
ｄ２，１の値は０であってもよい。ＰＵＳＣＨ１２０４の割り当ての最初のシンボルがＤ
ＭＲＳのみから構成されない場合、ｄ２，１の値は１であってもよい。ＰＵＳＣＨ１２０
４の割り当ての最初のシンボルがＤＭＲＳのみから構成されることは、ＰＵＳＣＨ１２０
４の割り当ての最初のシンボルがＰＵＳＣＨから構成されないことであってもよい。ＰＵ
ＳＣＨ１２０４の割り当ての最初のシンボルがＤＭＲＳのみから構成されないことは、Ｐ
ＵＳＣＨ１２０４の割り当ての最初のシンボルがＰＵＳＣＨとＤＭＲＳとから構成される
ことであってもよい。Ｔｐｒｏｃ，４を計算する場合は、ＰＵＳＣＨ１２０４の割り当て
の最初のシンボルがＤＭＲＳのみから構成されるいないかにかかわらず、ｄ２，１を０に
セットしてもよい。
【０１３１】
　ＰＵＳＣＨ１２０４の期間がＰＵＳＣＨ１２０５の期間と重複しており、且つ、ＰＵＳ
ＣＨ１２０４の最初の上りリンクＯＦＤＭシンボルがシンボル１２０２よりも早く始まら
ない、且つ、ＰＵＳＣＨ１２０５の最初の上りリンクＯＦＤＭシンボルがシンボル１２０
２よりも早く始まらない場合、端末装置１は、以下の処理Ｃ１、処理Ｃ２、処理Ｃ３の一
部、または、全部を実行してもよい。
（処理Ｃ１）ＰＵＳＣＨ１２０４を用いてトランスポートブロックを送信する。
（処理Ｃ２）ＰＤＣＣＨ１２０１の下りリンク制御情報を端末装置１のＭＡＣ層に渡す。
（処理Ｃ３）ＰＤＣＣＨ１２０１が１００４のための所定の時間要求を満たしているとみ
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なす。
【０１３２】
　ＰＵＳＣＨ１２０４の最初の上りリンクＯＦＤＭシンボルがシンボル１２０２よりも早
く始まる場合、または、ＰＵＳＣＨ１２０４の期間がＰＵＳＣＨ１２０５の期間と重複し
ており、且つ、ＰＵＳＣＨ１２０５の最初の上りリンクＯＦＤＭシンボルがシンボル１２
０２よりも早く始まる場合、端末装置１は、以下の処理Ｄ１から処理Ｄ５の一部、または
、全部を実行してもよい（することが許可される）。
（処理Ｄ１）ＰＵＳＣＨ１２０４を用いてトランスポートブロックを送信しない。
（処理Ｄ２）ＰＤＣＣＨ１２０１の下りリンク制御情報を端末装置１のＭＡＣ層に渡さな
い。
（処理Ｄ３）ＰＤＣＣＨ１２０１が１００４のための所定の時間要求を満たしていないと
みなす。
（処理Ｄ４）ＰＤＣＣＨ１２０１の下りリンク制御情報を無視または破棄する。
（処理Ｄ５）ＰＤＣＣＨ１２０１を無視または破棄する。
【０１３３】
　または、ＰＵＳＣＨ１２０４の最初の上りリンクＯＦＤＭシンボルがシンボル１２０２
よりも早く始まらない、且つ、ＰＵＳＣＨ１２０５の最初の上りリンクＯＦＤＭシンボル
がシンボル１２０３よりも早く始まらない場合、端末装置１は、上記の処理Ｃ１、処理Ｃ
２、処理Ｃ３の一部、または、全部を実行してもよい。ＰＵＳＣＨ１２０４の最初の上り
リンクＯＦＤＭシンボルがシンボル１２０２よりも早く始まる場合、または、ＰＵＳＣＨ
１２０５の最初の上りリンクＯＦＤＭシンボルがシンボル１２０３よりも早く始まる場合
、端末装置１は、上記の処理Ｄ１から処理Ｄ５の一部、または、全部を実行してもよい（
することが許可される）。
【０１３４】
　すなわち、ＰＤＣＣＨが所定の時間要求を満たすためには、設定される上りリンクグラ
ントのＰＵＳＣＨが、ＰＤＣＣＨの最後のシンボルから特定される所定のシンボル（シン
ボル１２０２またシンボル１２０３）よりも早く始まらない必要がある。
【０１３５】
　すなわち、設定される上りリンクグラントのＰＵＳＣＨが、ＰＤＣＣＨの最後のシンボ
ルから特定される所定のシンボル（シンボル１２０２またシンボル１２０３）よりも早く
始まる場合、該ＰＤＣＣＨは所定の時間要求を満たさないとみなされる。設定される上り
リンクグラントのＰＵＳＣＨが、ＰＤＣＣＨの最後のシンボルから特定される所定のシン
ボル（シンボル１２０２またシンボル１２０３）よりも早く始まる場合、該ＰＤＣＣＨは
図１０の１００４において考慮されなくてもよい。
【０１３６】
　基地局装置３は、設定される上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間と重複する期間の
ＰＵＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨを、所定の時間要求が満たされるタイミングで送信して
もよい。すなわち、基地局装置３は、設定される上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間
と重複する期間のＰＵＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨを、設定される上りリンクグラントの
ＰＵＳＣＨが該ＰＤＣＣＨの最後のシンボルから特定される所定のシンボル（シンボル１
２０２またシンボル１２０３）よりも早く始まらないようなタイミングで送信してもよい
。すなわち、基地局装置３は、設定される上りリンクグラントのＰＵＳＣＨの期間と重複
する期間のＰＵＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨを、該ＰＤＣＣＨに対応するＰＵＳＣＨが該
ＰＤＣＣＨの最後のシンボルから特定される所定のシンボル（シンボル１２０２）よりも
早く始まらないようなタイミングで送信してもよい。基地局装置３は、設定される上りリ
ンクグラントのＰＵＳＣＨの期間と重複する期間のＰＵＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨを、
所定の時間要求が満たされないタイミングで送信しなくてもよい。
【０１３７】
　以下、本実施形態における、端末装置１および基地局装置３の種々の態様について説明
する。
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【０１３８】
　（１）本実施形態の第１の態様は、端末装置１であって、１つのサービングセルの１つ
の下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨで、トランスポートブロックのための第２のＰ
ＤＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御情報を受信し、前記１
つの下りリンクＢＷＰにおいて、設定される下りリンクアサインメントに対応する第１の
ＰＤＳＣＨの期間が前記第２のＰＤＳＣＨの期間と重複し、且つ、前記第１のＰＤＳＣＨ
の最初の下りリンクシンボルがシンボルＬ１より早く開始されないことに基づいて、（ｉ
）前記トランスポートブロックを受信する、および／または、（ｉｉ）前記下りリンク制
御情報をＭＡＣ層に渡す受信部と、前記ＭＡＣ層の処理をするＭＡＣ層処理部と、を備え
、前記シンボルＬ１は、前記ＰＤＣＣＨの最後の下りリンクシンボルの終わりの後の所定
の期間後にＣＰが開始される最初の（次の）下りリンクシンボルとして定義される。第１
の態様において、所定の期間は、Ｔｐｒｏｃ，３であってもよい。
【０１３９】
　（２）本実施形態の第２の態様は、端末装置１であって、１つのサービングセルの１つ
の下りリンクＢＷＰにおいて、設定される下りリンクアサインメントに対応する第１のＰ
ＤＳＣＨの期間がＰＤＣＣＨに対応する第２のＰＤＳＣＨの期間と重複しないと判定した
ことに少なくとも基づいて、前記設定される下りリンクアサインメントの存在をＨＡＲＱ
エンティティに指示するＭＡＣ層処理部と、前記１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記
ＰＤＣＣＨで、前記第２のＰＤＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリン
ク制御情報を受信する受信部と、を備える。
【０１４０】
　（３）本実施形態の第２の態様において、前記判定において用いられる前記ＰＤＣＣＨ
は、所定の時間要求を満たすＰＤＣＣＨであり、前記所定の時間要求は、前記第１のＰＤ
ＳＣＨの最初の下りリンクシンボルが、前記ＰＤＣＣＨの最後のシンボルの後の所定の期
間の後にＣＰが開始される最初の（次の）下りリンクシンボルの前ではないことである。
【０１４１】
　（４）本実施形態の第２の態様において、前記１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記
設定される下りリンクアサインメントに対応する第１のＰＤＳＣＨの期間が前記ＰＤＣＣ
Ｈに対応する第２のＰＤＳＣＨの期間と重複する場合、端末装置１は前記第１のＰＤＳＣ
Ｈが所定の時間要求を満たすことを期待し、前記所定の時間要求は、前記第１のＰＤＳＣ
Ｈの前記最初の下りリンクシンボルが、前記ＰＤＣＣＨの最後のシンボルの後の所定の期
間後にＣＰが開始される最初の（次の）下りリンクシンボルの前ではないことである。
【０１４２】
　（５）本実施形態の第１および第２の態様において、前記所定の期間は、パラメータμ
’’に少なくとも基づいて与えられ、前記パラメータμ’’は、μＰＤＣＣＨとμＰＤＳ

ＣＨのうちの小さいほうに対応し、前記μＰＤＣＣＨは、前記ＰＤＣＣＨが送信される下
りリンクの第１のサブキャリアスペース設定に対応し、前記μＰＤＳＣＨは、前記第１の
ＰＤＳＣＨ、および、前記第２のＰＤＳＣＨが送信される下りリンクの第２のサブキャリ
アスペース設定に対応する。
【０１４３】
　（６）本実施形態の第３の態様は、端末装置１であって、１つのサービングセルの１つ
の下りリンクＢＷＰにおいて、ＰＤＣＣＨで、トランスポートブロックのための第２のＰ
ＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリンク制御情報を受信し、前記１
つのサービングセルの１つの上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンクグラント
に対応する第１のＰＵＳＣＨの期間が前記第２のＰＵＳＣＨの期間と重複し、且つ、前記
第１のＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルがシンボルＬｘより早く開始されないこと
に基づいて、（ｉ）前記トランスポートブロックを送信する、および／または、（ｉｉ）
前記下りリンク制御情報をＭＡＣ層に渡す受信部と、前記ＭＡＣ層の処理をするＭＡＣ層
処理部と、を備え、前記シンボルＬｘは、前記ＰＤＣＣＨの最後の下りリンクシンボルの
終わりの後の所定の期間後にＣＰが開始される最初の（次の）上りリンクシンボルとして
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定義される。第３の態様において、シンボルＬｘは、シンボルＬ２（シンボル１２０２）
またはシンボルＬ４（シンボル１２０３）であってもよい。第３の態様において、所定の
期間は、Ｔｐｒｏｃ，２またはＴｐｒｏｃ，４であってもよい。
【０１４４】
　（７）本実施形態の第４の態様は、端末装置１であって、１つのサービングセルの１つ
の上りリンクＢＷＰにおいて、設定される上りリンクグラントに対応する第１のＰＵＳＣ
Ｈの期間がＰＤＣＣＨに対応する第２のＰＵＳＣＨの期間と重複しないと判定したことに
少なくとも基づいて、前記設定される上りリンクグラントをＨＡＲＱエンティティに渡す
ＭＡＣ層処理部と、前記１つのサービングセルの１つの下りリンクＢＷＰにおいて、前記
ＰＤＣＣＨで、前記第２のＰＵＳＣＨをスケジューリングするために用いられる下りリン
ク制御情報を受信する受信部と、を備える。
【０１４５】
　（８）本実施形態の第４の態様において、前記判定において用いられる前記ＰＤＣＣＨ
は、所定の時間要求を満たすＰＤＣＣＨであり、前記所定の時間要求は、前記第１のＰＵ
ＳＣＨの最初の上りリンクシンボルが、前記ＰＤＣＣＨの最後のシンボルの後の所定の期
間の後にＣＰが開始される最初の（次の）上りリンクシンボルの前ではないことである。
【０１４６】
　（９）本実施形態の第４の態様において、前記１つの上りリンクＢＷＰにおいて、前記
第１のＰＵＳＣＨの期間が前記第２のＰＵＳＣＨの期間と重複する場合、端末装置１は前
記第１のＰＵＳＣＨが所定の時間要求を満たすことを期待し、前記所定の時間要求は、前
記第１のＰＵＳＣＨの最初の上りリンクシンボルが、前記ＰＤＣＣＨの最後のシンボルの
後の所定の期間の後にＣＰが開始される最初の（次の）上りリンクシンボルの前ではない
ことである。
【０１４７】
　（１０）本実施形態の第３および第４の態様において、前記所定の期間は、パラメータ
μ’’’に少なくとも基づいて与えられ、前記パラメータμ’’’は、μＤＬとμＰＵＳ

ＣＨのうちの小さいほうに対応し、前記μＤＬは、前記ＰＤＣＣＨが送信される下りリン
クの第１のサブキャリアスペース設定に対応し、前記μＰＵＳＣＨは、前記第１のＰＵＳ
ＣＨ、および、前記第２のＰＵＳＣＨが送信される上りリンクの第２のサブキャリアスペ
ース設定に対応する。
【０１４８】
　これにより、端末装置１と基地局装置３は効率的に通信をすることができる。
【０１４９】
　本発明に関わる基地局装置３、および端末装置１で動作するプログラムは、本発明に関
わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を制
御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっても良い。そして、こ
れら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Random Access Memory）
に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨＤ
Ｄ（Hard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き
込みが行われる。
【０１５０】
　尚、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータで実
現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピ
ュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコ
ンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
【０１５１】
　尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置１、又は基地局装置３に内蔵
されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁
気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハ
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ードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０１５２】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０１５３】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、複数の装置から構成される集合体（
装置グループ）として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上
述した実施形態に関わる基地局装置３の各機能または各機能ブロックの一部、または、全
部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置３の一通りの各機能または各機能ブ
ロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置１は、集合体とし
ての基地局装置と通信することも可能である。
【０１５４】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、ＥＵＴＲＡＮ（Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access Network）であってもよい。また、上述した実施形態における
基地局装置３は、ｅＮｏｄｅＢに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよ
い。
【０１５５】
　また、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型的
には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい
。端末装置１、基地局装置３の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又
は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回
路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替
する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能であ
る。
【０１５６】
　また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明
は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の
電子機器、たとえば、ＡＶ機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機
器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
【０１５７】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果
を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【符号の説明】
【０１５８】
１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　端末装置
３　基地局装置
１０　無線送受信部
１１　アンテナ部
１２　ＲＦ部
１３　ベースバンド部
１４　上位層処理部
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１５　媒体アクセス制御層処理部
１６　無線リソース制御層処理部
３０　無線送受信部
３１　アンテナ部
３２　ＲＦ部
３３　ベースバンド部
３４　上位層処理部
３５　媒体アクセス制御層処理部
３６　無線リソース制御層処理部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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